
 

政治団体 

        平成２２年分政治資金収支報告書の概要について    

 

 今回公表するのは、主として埼玉県内において活動を行うものとして県選挙管理委

員会に届出されている政治団体から、平成２３年８月３１日までに提出された収支報

告書です。 
 なお、その概要は下記のとおりです。 

記 

１ 公表状況 

 
 平成２２年分の収支報告書の公表団体は、１，９９７団体で、対象団体の８４．

２％となっています。 

（１）平成２２年対象政治団体 

 区 分 政 党 その他の政治団体 計  
 22 
 年 

 対象団体数  ２０１    ２,１７０   ２,３７１ 
 公表団体数  １８５      １,８１２   １,９９７ (84.2％) 

       
    （参考） 

 区 分 政 党 その他の政治団体 計  
 21 
 年 

 対象団体数 ２０８ ２,１０１   ２,３０９ 
 公表団体数 １９６ １,７８９   １,９８５ (86.0％) 

※ 22年、21年とも第１回公表分 

（２）（１）のうち国会議員関係政治団体 

 区 分 政 党 その他の政治団体 計  
 22 
 年 

 対象団体数   ３０       ６２      ９２ 
 公表団体数   ３０         ５６      ８６ (93.5％) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

２ 収入の状況  
 
   平成２２年分の本年収入額の総計は、４８億６,９００万円（百万円未満四捨五入。 

 以下同じ）で、平成２１年分（５４億５,９００万円）に比べて、５億９,０００万 

 円（10.8％）減少しており、過去１０年で最も少ない額となっています。 

 
（１）本年収入 

①総計       ４８億６,９００万円（５億９,０００万円（10.8％) 減） 

  ②政党       ３１億３,０００万円（３億７,８００万円（10.8％) 減） 
   ③その他の政治団体 １７億４,０００万円（２億１,２００万円（10.9％) 減） 
       
（２）収入の主な項目別内訳 
   ①寄附       １９億１,２００万円（４億４,２００万円（18.8％）減） 
  ②交付金収入    １７億  ２００万円（１億７,２００万円（ 9.2％）減） 

  ③党費又は会費    ７億  ３００万円（   ２,８００万円（ 3.8％）減） 
 
（３）寄附の内訳 
  ①個人からの寄附  １１億７,３００万円（１億８,０００万円（13.3％）減） 
  ②政治団体からの寄附  ５億７,９００万円（２億５,３００万円（30.4％）減） 
  ③法人その他の団体からの寄附  １億５,９００万円（     ９００万円（ 5.2％）減） 

 

平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年

総　　計 6,224 5,809 7,379 5,878 6,216 5,249 6,545 4,960 5,459 4,869

政　　党 3,644 3,493 4,550 3,814 4,009 3,286 4,234 3,307 3,508 3,130

その他の政治団体 2,581 2,315 2,829 2,064 2,206 1,963 2,310 1,653 1,951 1,740
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【本 年 収 入 額 の 推 移】
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３ 支出の状況 
 
  平成２２年分の支出額の総計は、４８億７,３００万円で、平成２１年分（５４億

６,７００万円）に比べて、５億９,５００万円（10.9％）減少しており、収入額と

同様に、過去１０年で最も少ない額となっています。 

 
（１）支出総額 
  ①総計       ４８億７,３００万円（ ５億９,５００万円（10.9％）減） 
  ②政党       ３１億７,６００万円（ ３億４,９００万円（ 9.9％）減） 
   ③その他の政治団体 １６億９,７００万円（ ２億４,５００万円（12.6％）減） 
       
（２）支出の項目別内訳 
   ①経常経費     １８億４,９００万円（ ２億８,２００万円（13.2％）減） 
  ②政治活動費    ３０億２,４００万円（ ３億１,３００万円（ 9.4％）減） 
 
（３）政治活動費の主な内訳 
  ①寄附・交付金   １３億９,６００万円（    ８,０００万円（ 5.4％）減） 

  ②組織活動費       ７億１,４００万円（    ６,７００万円（ 8.5％）減） 
  ③機関紙誌の発行その他の事業費  ６億４,７００万円（    １,４００万円（ 2.1％）減） 

 

平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年

総　　計 6,144 5,706 7,528 5,778 6,059 5,055 6,550 4,958 5,467 4,873

政　　党 3,498 3,503 4,599 3,756 3,891 3,225 4,126 3,382 3,525 3,176

その他の政治団体 2,646 2,203 2,929 2,022 2,168 1,829 2,424 1,576 1,942 1,697
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【支 出 総 額 の 推 移】
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４ 政党別の収支状況 
 
  平成２２年分の政党の本年収入額は、３１億３,０００万円で、平成２１年分（３

５億８００万円）に比べて、３億７,８００万円（10.8％）減少しており、支出総額

は、３１億７,６００万円で、平成２１年分（３５億２,５００万円）に比べて、３

億４,９００万円（9.9％）減少しています。                 
政党名 本年収入額 支出総額 

① 日本共産党 
② 自由民主党 
③ 民主党 
④ 公明党 
⑤ 社会民主党 

⑥ みんなの党 
⑦ 国民新党 

 １５億３,４００万円(  3.3％減) 
  ５億９,６００万円( 36.2％減) 
   ５億３,６００万円( 19.6％減) 
  ４億２,２００万円( 46.5％増) 
       ３,８００万円( 17.8％増) 
          ３２５万円( 皆 増 ) 

       ７９円( 35.8％減) 

 １５億４,４００万円(  3.5％減) 
  ６億２,１００万円( 40.4％減) 
   ５億１,６００万円( 15.3％減) 
  ４億５,８００万円( 87.6％増) 

       ３,３００万円( 10.5％増) 
          ３２５万円( 皆 増 ) 

      ２９万円(106.2％増) 

合    計  ３１億３,０００万円( 10.8％減)  ３１億７,６００万円(  9.9％減) 
 

 

           

 

 

 
（注１） 
  「政治団体」とは、次に掲げる団体をいう。 
 （１）政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本

来の目的とする団体 
  （２）特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目

的とする団体 
  （３）（１）・（２）に掲げるもののほか、次に掲げる活動をその主たる活動とし

て、組織的かつ継続的に行う団体 
   ① 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること 
     ② 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること 
                                                  （政治資金規正法第３条） 

 

 

（注２） 
   「政党」とは、政治団体のうち、次のいずれかに該当するものをいう。 
 （１）所属する衆議院議員又は参議院議員を５人以上有するもの 
 （２）次のいずれかの選挙において全国を通じた得票率が２％以上であるもの 
      ・前回の衆議院議員総選挙における小選挙区選挙 
   ・前回の衆議院議員総選挙における比例代表選挙 
      ・前回又は前々回の参議院議員通常選挙における選挙区選挙 
      ・前回又は前々回の参議院議員通常選挙における比例代表選挙 
                                                  （政治資金規正法第３条） 

 

 

 

 



 

 

 

（注３） 

  「国会議員関係政治団体」とは、次のいずれかに該当する政治団体をいう。 

 （１）国会議員に係る公職の候補者が、代表者である政治団体 

 （２）租税特別措置法第４１条の１８第１項第４号に該当する政治団体（いわゆる

   寄附金控除制度の適用を受ける政治団体）のうち、特定の国会議員に係る公職

   の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体 

    なお、政党の支部で、国会議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域

   を単位として設けられるもののうち、国会議員に係る公職の候補者が代表者で

   あるものは、（１）の政治団体とみなされる。（（１）及び（１）とみなされ

   る政治団体を「１号団体」、（２）を「２号団体」という。） 

                        （政治資金規正法第１９条の７） 

 

（注４） 
    政治団体の会計責任者は、毎年１２月３１日現在で、その年の収支報告書を作成

し、翌年の１月１日から３か月以内（国会議員関係政治団体は、５か月以内）に、

その活動区域の区分により、都道府県選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなけれ

ばならない。 
                   （政治資金規正法第１２条、１９条の１０） 

 
（注５） 
  都道府県選挙管理委員会又は総務大臣は、第１２条の収支報告書を受理したとき

は、当該収支報告書が提出された年の１１月３０日までに、その要旨を公表するも

のとする。ただし、インターネットの利用その他の適切な方法により収支報告書を

公表するときは、要旨を公表することを要しない。 
                          （政治資金規正法第２０条） 

 

（注６） 
  政治資金パーティーとは、対価を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係

る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催

した者又はその者以外の者の政治活動（選挙運動を含む。これらの者が政治団体で

ある場合には、その活動）に関し支出することとされているものをいう。 
                         （政治資金規正法第８条の２） 


